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〈
論
文
〉

脳
損
傷
と
刑
事
司
法
機
関
の
課
題

―
T
B
I
問
題
へ
の
対
応
―

渡　

邉　

泰　

洋

要
旨　

犯
罪
学
に
お
い
て
脳
と
犯
罪
の
関
連
性
に
関
す
る
研
究
は
長
い
歴
史
を
持
つ
が
、
近
年
、
欧
米
で
は
、
後
天
性
脳
損
傷
（
特
に
外
傷
性
脳
損

傷
T
B
I
）
と
犯
罪
・
非
行
と
の
関
連
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
損
傷
は
幼
児
期
、
少
年
期
に
多
く
発
生
し
、
そ
の
後
も
損
傷
自
体
が
外
見

上
は
目
立
た
な
い
た
め
、
T
B
I
問
題
の
発
見
が
難
し
く
治
療
が
遅
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
非
行
や
犯
罪
行
動
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
し
て

考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
適
切
な
対
応
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
も
し
犯
罪
や
非
行
が
脳
損
傷
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
行
動
に
対
す
る
責
任
の
取
り
方
や
処
遇
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、
一
部
の
研
究
で
は
、
T
B
I
患
者
の
方
が
非
T
B
I
患
者
よ
り

も
犯
罪
・
非
行
に
か
か
わ
る
頻
度
が
高
い
と
す
る
結
果
も
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
刑
事
司
法
機
関
や
少
年
保
護
機
関
で
は
、
脳
損
傷
の
診
断

が
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
脳
損
傷
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
関
連
文
献
は
医
療
関
係
者
に
よ
る
も
の
あ
っ
て
、
法
学
者
や
犯
罪
学
者
に
よ
る
研
究
は

き
わ
め
て
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
刑
事
司
法
機
関
や
少
年
司
法
機
関
に
対
す
る
提
言
は
限
ら
れ
て
お
り
、
今
後
犯
罪
や
非
行
を
行
っ
た
者
が
抱
え

る
脳
損
傷
問
題
を
こ
れ
ら
の
機
関
が
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
脳
損
傷
問
題
に
対
し
て
刑
事
司
法
・
少
年
司
法

機
関
の
演
じ
る
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る

キ
ー
ワ
ー
ド
：
脳
科
学　

脳
損
傷　

T
B
I　

高
次
脳
機
能
障
害　

脳
損
傷
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
指
標
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一
．
は
じ
め
に

　

脳
と
犯
罪
の
関
係
は
古
代
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る）

1
（

。
ま
た
、
一
九
世
紀
に
は
、
近
代
犯
罪
学
の
父
チ
ェ
ザ
ー
レ
・
ロ
ン

ブ
ロ
ー
ゾ
が
生
来
性
犯
罪
人
説
を
支
え
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
脳
の
容
量
の
大
小
を
指
摘
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る）

2
（

。
他
方
、
わ
が
国

に
お
い
て
も
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
脳
波
と
犯
罪
に
関
す
る
研
究
が
進
み
種
々
の
論
文
が
公
表
さ
れ
、
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
、
環

境
ホ
ル
モ
ン
と
犯
罪
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

3
（

。
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
は
、
先
天
的
な
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
さ
れ
る
広
汎
性

発
達
障
害
と
犯
罪
に
関
す
る
数
多
く
の
研
究
が
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
か
ら
脳
機
能
に
関
わ
る
犯
罪
研
究
が
進

ん
で
お
り
、
わ
が
国
で
も
最
近
、
脳
科
学
の
視
点
か
ら
犯
罪
や
非
行
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る）

4
（

。

　

他
方
、
近
年
欧
米
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
が
、
脳
損
傷
（
と
く
に
、
後
天
性
脳
損
傷
に
含
ま
れ
る
外
傷
性
脳
損
傷
（T

raum
atic 

Brain Injury

、ʻ

Ｔ
Ｂ
Ｉ ̓

））
と
犯
罪
・
非
行
と
の
関
係
で
あ
る
。
誕
生
後
に
何
ら
か
の
理
由
で
頭
部
に
障
害
を
負
っ
て
い
る
場
合
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
き
、
北
欧
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
後
天
性
脳
損
傷
と
犯
罪
・
非
行
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り）

5
（

、

二
一
世
紀
に
入
る
と
欧
米
各
国
で
さ
ら
に
研
究
が
進
み
、
刑
事
政
策
上
、
こ
の
よ
う
な
障
害
が
原
因
で
一
定
の
犯
罪
・
非
行
行
動
を
起
こ

し
た
場
合
の
刑
事
司
法
機
関
、
少
年
司
法
機
関
に
お
け
る
処
理
が
明
瞭
な
課
題
と
な
っ
て
い
る）

6
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
の
厄
介
な
点
は
、

脳
損
傷
に
よ
る
機
能
障
害
が
発
生
し
て
い
て
も
外
観
的
に
は
目
立
っ
た
変
化
が
み
ら
れ
ず
、
通
常
人
の
外
観
と
異
な
ら
な
い
た
め
発
見
さ

れ
に
く
く
、
ま
た
発
見
が
遅
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
障
害
を
抱
え
る
人
が
犯
罪
や
非
行
を
行
っ
た
と
し
て

も
、
単
に
投
げ
や
り
と
か
短
気
と
か
性
格
上
の
特
性
と
扱
わ
れ
る
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
疾
病
が
発
見
さ
れ
な
い
た
め
に
治

癒
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
問
題
が
潜
在
化
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
脳
損
傷
が
「
隠
れ
た
障
害
（hidden disability

）」
と
呼
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ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
症
状
の
分
か
り
づ
ら
さ
も
あ
っ
て
、
刑
事
司
法
機
関
に
お
い
て
、
実
際
に
は
、
こ
の
障
害
が
原
因
で

非
行
や
犯
罪
が
行
わ
れ
て
も
考
慮
さ
れ
ず
に
量
刑
が
重
く
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
適
切
な
処
遇
が
行
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
、
少
年
院

や
刑
務
所
な
ど
の
施
設
で
根
本
的
な
治
療
が
施
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
こ
の
放
置
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
再
犯
可
能
性
に
も
少
な
か

ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、
す
で
に
脳
損
傷
の
問
題
を
深
刻
に
受
け
止
め
る
傾
向
に
あ
る
欧
米
諸
国
で
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
様
々
な
研
究
知
見
に
基
づ
い
て
犯
罪
者
処
遇
上
の
新
た
な
動
き
が
み
ら
れ
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
交
通
事
故
、
労
働
災
害
、
ス
ポ
ー
ツ
事
故
を
原
因
と
す
る
脳
損
傷
の
研
究
は
進
ん
で
い
る
が
、
脳
損
傷
と
犯
罪

に
関
す
る
問
題
を
扱
う
本
格
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
お
ら
ず
、
実
態
解
明
が
遅
れ
て
い
る
印
象
で
あ
る）

7
（

。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、

わ
が
国
で
は
法
学
的
、
刑
事
政
策
的
な
視
点
か
ら
の
論
文
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
犯
罪
や
非
行
の
行
動
が
脳
損
傷
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
当
該
犯
行
者
・
非
行
少
年
に
と
っ
て
自
己
統
制
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
行
動
に
対
す
る
責
任
の
取
り
方
は
大
き
く

変
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
脳
損
傷
を
抱
え
る
人
々
の
犯
罪
や
非
行
に
対
し
て
は
、
処
罰
よ
り
も
治
療
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
刑
事
司
法
機
関
や
少
年
保
護
機
関
に
お
い
て
も
脳
損
傷
の
診
断
が
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
そ
の
診
断

な
し
で
行
為
者
に
対
す
る
制
裁
を
検
討
す
る
こ
と
は
不
適
当
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
脳
損
傷
に
関
す
る
研
究
状
況
は
わ
が
国
に
限
ら
ず
、
海
外
の
多
く
で
も
精
神
科
医
、
心
理
学
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
法

学
者
・
犯
罪
学
者
の
研
究
は
少
な
い）

8
（

。
医
療
関
係
者
に
よ
る
論
文
は
、
当
然
と
は
い
え
、
脳
損
傷
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
で
あ
り
、
刑

事
司
法
機
関
・
少
年
司
法
機
関
に
対
す
る
提
言
は
限
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
法
学
系
犯
罪
学
者
で
あ
り
、
脳
損
傷
の
医
学
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
必
ず
し
も
精
通
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
に
は
限
界
が
あ
る
が
、
国
内
外
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
医
学
系
、

心
理
学
系
研
究
者
の
文
献
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
脳
損
傷
問
題
を
刑
事
司
法
機
関
や
少
年
司
法
機
関
で
ど
の
よ
う
に
扱

う
べ
き
か
を
議
論
し
た
い
。
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二
．
脳
損
傷
の
意
義

　

本
稿
は
、
後
天
性
脳
損
傷
（A

cquired Brain Injury

、
Ａ
Ｂ
Ｉ
）
の
中
で
も

外
傷
性
脳
損
傷
（T

raum
atic Brain Injury

、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
）
に
焦
点
を
当
て
る
が
、

ま
ず
Ａ
Ｂ
Ｉ
は
、
図
表
一
の
よ
う
に
外
傷
性
脳
損
傷
と
非
外
傷
性
脳
損
傷
に
分
け

ら
れ
る
。
前
者
Ｔ
Ｂ
Ｉ
は
、
交
通
事
故
、
転
倒
、
児
童
虐
待
、
暴
行
、
ス
ポ
ー
ツ

上
の
怪
我
な
ど
の
物
理
的
外
力
に
よ
る
脳
損
傷
を
意
味
す
る）

9
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、

後
者
の
非
外
傷
性
脳
損
傷
の
原
因
は
、
脳
卒
中
、
感
染
症
、
薬
物
乱
用
、
ア
ル
コ
ー

ル
乱
用
な
ど
を
原
因
と
し
て
発
生
す
る
脳
損
傷
を
い
う
。
犯
罪
・
非
行
と
脳
損
傷

の
問
題
を
扱
う
先
行
研
究
で
は
、
非
外
傷
性
脳
損
傷
の
み
を
扱
う
も
の
は
見
受
け

ら
れ
ず
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
と
犯
罪
・
非
行
と
の
関
連
性
を
論
じ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
罹
患
率
が
非
外
傷
性
脳
損
傷
よ
り
も
高
い
こ
と
、

調
査
手
法
や
費
用
の
点
か
ら
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
方
が
研
究
し
や
す
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
研
究
ベ
ー
ス
で
は
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
限
定
す
る
も
の
が
多
い
が
、
上
記
の

よ
う
に
Ａ
Ｂ
Ｉ
は
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
含
む
上
位
概
念
で
あ
る
の
で
、
対
策
レ
ベ
ル
で
は
Ａ

Ｂ
Ｉ
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
脳
損
傷
が
問
題
と
な
る
の
か
を
確
認
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
脳
は

図表一　脳損傷（Brain Injury）の概念
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「
ニ
ュ
ー
ロ
ン
（neuron

）」
と
呼
ば
れ
る
神
経
細
胞
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
出
生
時
に
有
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
数
は
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
増
加

し
な
い
と
さ
れ
る）

（1
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
神
経
細
胞
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
相
互
に
連
結
し
生
命
に
関
す
る
種
々
の
情
報
を
伝
達
す
る
。

ま
た
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
ひ
と
た
び
損
傷
を
受
け
る
と
修
復
す
る
こ
と
は
な
く
、
死
滅
し
、
か
つ
信
号
を
受
け
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
ま
で
連
鎖

的
に
死
滅
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
脳
損
傷
は
恒
久
的

な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
損
傷
を
も
た
ら
し
、
ま
た
損
傷
を

受
け
た
部
位
か
ら
離
れ
た
末
端
部
分
で
障
害
が
発
生

す
る
こ
と
も
あ
る
。
脳
損
傷
が
発
生
す
る
と
、
こ
の

よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
種
々
の
障
害
が
生
じ
、
こ
れ

が
種
々
の
行
動
に
影
響
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

脳
損
傷
の
程
度
は
、
図
表
二
の
よ
う
に
軽
度

（m
ild

）、
中
等
度
（m

oderate

）、
重
度
（severe
）

に
分
け
ら
れ
る）

（（
（

。
程
度
の
正
確
な
測
定
に
は
Ｃ
Ｔ
や

Ｍ
Ｒ
Ｉ
も
用
い
た
総
合
的
な
診
断
が
必
要
と
さ
れ
る

が
、
そ
れ
ら
の
装
置
の
使
用
は
コ
ス
ト
が
非
常
に
高

く
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究
で
は
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
・
コ
ー
マ
・

ス
ケ
ー
ル
（Glasgow

 Com
a Scale

、
Ｇ
Ｃ
Ｓ
）
等

を
用
い
た
自
己
報
告
（self-report

）
に
よ
っ
て
診

断
す
る
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
、
実
際
に
Ｃ
Ｔ
や
Ｍ

図表二　TBI の重症度

GCS（Glasgow Coma Scale）
軽度（MildTBI） 13 ～15
中等度（Moderate TBI） 9 ～12
重度（Severe TBI） 3 ～ 8

出典： WHO （2006）, Neurological Disorder-Public Health 
Challenges, p.165.

出典 :  Ron Savage （1999）, The Child̓ s Brain: Injury and Development, 
Lash & Associates Publishing / Training.

図表三　年齢と脳の発達
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Ｒ
Ｉ
を
用
い
た
医
学
的
診
断
で
は
な
く
、
脳
損
傷
の
障
害
に
特
徴
的
な
症
状
を
被

験
者
が
自
分
で
判
断
し
て
報
告
し
、
そ
れ
を
医
者
が
診
断
す
る
手
法
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
上
記
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
死
滅
連
鎖
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す

る
が
ゆ
え
に
、
脳
損
傷
の
程
度
と
そ
れ
を
原
因
と
す
る
機
能
障
害
の
程
度
は
必
ず

し
も
一
致
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
軽
度
で
あ
っ
て
も
重
大
な
機
能
障
害
が
発
生
す

る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
も
あ
る）

（1
（

。
さ
ら
に
、
脳
は
出
生
時
に
生
涯
の
ニ
ュ
ー

ロ
ン
数
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
機
能
は
、
出
生
時
に
完
全
に
備
わ
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
図
表
三
の
よ
う
に
、
出
生
後
二
〇
歳
ご
ろ
ま
で
段
階
を
経
て

成
長
す
る）

（1
（

。
そ
し
て
、
段
階
ご
と
に
獲
得
す
る
機
能
は
異
な
る
。
こ
の
成
長
発
達

途
上
で
脳
損
傷
を
受
け
る
と
、
か
な
り
後
の
段
階
で
獲
得
す
べ
き
機
能
が
得
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
幼
少
期
に
脳
損
傷
を
受
け
た
場
合
、

す
ぐ
に
機
能
障
害
が
現
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
あ
る
時
期
、
と
く
に
青
少
年
期
に
至
っ

て
か
ら
機
能
障
害
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ム
ラ
グ
が

生
じ
る
こ
と
か
ら
、
発
生
し
た
機
能
障
害
の
原
因
が
過
去
の
脳
損
傷
に
あ
る
と
の

判
別
を
行
い
に
く
い
と
い
う
の
も
脳
損
傷
問
題
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

脳
損
傷
に
よ
っ
て
発
生
可
能
性
の
あ
る
機
能
障
害
の
中
に
は
、
高
次
脳
機
能
障

害
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
図
表
四
参
照
）、
そ
れ
以
外
に
も
多
様
な
障
害
が

現
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
犯
罪
・
非
行
に
関
し
て
は
、
前
頭
葉
へ
の
ダ
メ
ー

図表四　TBI の影響
出典： 高次脳機能障害情報・支援センター：http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/rikai/
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ジ
に
よ
っ
て
生
じ
る
機
能
障
害
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が）

（1
（

、
脳
の
損
傷
部
位
と
機
能
障
害
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
依
然
、
未

解
明
の
部
分
も
多
く
注
意
を
要
す
る
。

　

脳
損
傷
に
よ
る
機
能
障
害
の
対
策
と
し
て
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
薬
物
療
法
、
反
復
性
経
頭
蓋
連
続
磁
気
刺
激
（rT

M
S

））
（1
（

な

ど
の
治
療
法
が
存
在
す
る
が
、
機
能
障
害
の
種
類
や
程
度
に
応
じ
て
治
療
法
が
適
宜
選
択
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
薬
物
療
法
や
反
復
性
経

頭
蓋
連
続
磁
気
刺
激
に
つ
い
て
は
改
善
の
十
分
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
に
、
こ
れ
ら
の
中
で
一
定
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が

認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
さ
れ
る）

（1
（

。

三
．
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
T
B
I
研
究

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究
は
一
九
九
〇
年
代
の
北
欧
の
大
規
模
調
査
に
端
を
発
す
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
別
稿
で
す
で
に
紹

介
し
た
の
で）

（1
（

、
こ
こ
で
は
、
近
年
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究
に
限
定
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究
の
第
一
人
者
は
、

エ
ク
セ
タ
ー
大
学
（U

niversity of Exter

）
の
臨
床
神
経
心
理
学
の
専
門
家
ヒ
ュ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（H

uw
 W

illiam
s

）
教
授
で
あ

り
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
関
す
る
多
く
の
論
文
や
政
府
報
告
書
を
公
表
し
、
と
く
に
以
下
の
よ
う
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

（
１
）
若
年
犯
罪
者
矯
正
施
設
に
お
け
る
研
究

　

こ
の
研
究
は
、
若
年
犯
罪
者
施
設
（
施
設
名
不
詳
。Y

outh O
ffender Institution

、
Ｙ
Ｏ
Ｉ
）
に
収
容
さ
れ
る
一
一
歳
か
ら
一
九
歳

ま
で
の
男
子
で
少
な
く
と
も
一
回
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
若
年
犯
罪
者
一
八
六
名
を
対
象
と
し
た
自
己
報
告
調
査
で
あ
る）

（1
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
の
研
究
チ
ー
ム
は
、
若
年
犯
罪
対
策
チ
ー
ム
（Y

oung O
ffending T

eam

、
Ｙ
Ｏ
Ｔ
）
と
Ｙ
Ｏ
Ｉ
の
協
力
を
得
て
、
調
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査
対
象
者
を
選
出
し
、
対
象
者
並
び
に
保
護
者
の
同
意
を
得
た
う
え
で
調
査
を
開
始
し
た
。

　

Ｔ
Ｂ
Ｉ
と
区
別
す
る
た
め
に
、
重
度
の
精
神
障
害
者
（
た
と
え
ば
、
精
神
病
（psychosis

）、
自
殺
念
慮
の
あ
る
鬱
病
（depression 

w
ith suicidal ideation

））
や
重
度
の
知
的
障
害
（
た
と
え
ば
、
一
定
の
学
習
障
害
（learning diffi

culty

））、
認
知
機
能
に
影
響
を
及

ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
健
康
状
態
（
た
と
え
ば
、
脳
卒
中
（stroke

）、
て
ん
か
ん
（epilepsy

）、
糖
尿
病
（diabetes

））
の
者
は
調
査
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
た
。

　

調
査
項
目
は
大
別
す
る
と
四
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
自
己
報
告
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
程
度
と
頻
度
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
対
象
者
は
、
意
識
喪

失
や
朦
朧
状
態
を
伴
う
頭
部
へ
の
被
打
撃
経
験
の
有
無
、
経
験
有
り
の
場
合
に
は
意
識
喪
失
時
間
の
長
さ
（
軽
度
：
一
〇
分
未
満
、
中
等

度
：
一
〇
分
以
上
六
時
間
未
満
、
重
度
：
六
時
間
以
上
）、
意
識
喪
失
や
朦
朧
状
態
の
回
数
、
さ
ら
に
は
頭
部
外
傷
の
経
験
が
複
数
回
あ
る

場
合
に
は
最
も
大
き
な
頭
部
外
傷
を
受
け
た
時
の
年
齢
が
調
査
さ
れ
た
。
第
二
に
、
犯
歴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
入
盗
、
万
引
き
・
窃

盗
・
強
盗
、
暴
力
犯
罪
、
交
通
犯
罪
（
暴
走
行
為
）、
詐
欺
、
薬
物
犯
罪
、
性
犯
罪
の
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
有
罪
判
決
の
有
無
と
回

数
に
つ
い
て
も
調
査
し
た
。
も
っ
と
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
は
、
公
的
な
犯
罪
記
録
と
照
合
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
調

査
対
象
者
の
自
己
報
告
に
す
ぎ
な
い
。
第
三
に
、
精
神
健
康
調
査
票
（GH

Q
-12

）
を
用
い
て
、
精
神
障
害
、
精
神
的
ス
ト
レ
ス
、
不
安
神

経
症
、
社
会
的
機
能
の
低
下
な
ど
、
対
象
者
の
精
神
衛
生
状
態
も
確
認
さ
れ
た
。
第
四
に
、
施
設
収
容
前
の
違
法
薬
物
（
ヘ
ロ
イ
ン
、
コ

カ
イ
ン
、
ク
ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン
、
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
、
大
麻
な
ど
）
の
使
用
の
有
無
と
頻
度
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
回
答
者
一
八
六
名
中
、
一
二
一
名
（
六
五
・
一
％
）
が
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
経
験
し
た
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
一
九
・
一
％

は
意
識
喪
失
を
伴
わ
な
い
（
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
可
能
性
の
あ
る
）
者
で
あ
る
。
軽
度
の
者
は
二
九
・
六
％
、
中
等
度
及
び
重
度
は
一
六
・
六
％
で

あ
っ
た
。
他
方
、
軽
度
に
分
類
さ
れ
た
者
の
う
ち
七
二
・
七
％
、
中
度
か
ら
重
度
に
分
類
さ
れ
た
者
の
う
ち
六
四
％
は
、
複
数
回
の
脳
損

傷
経
験
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
あ
る
者
の
う
ち
、
五
七
・
八
五
％
が
喧
嘩
、
六
・
四
％
が
違
法
薬
物
使
用
中
の
転
落
が
受
傷
原
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因
で
あ
っ
た
。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
は
、
こ
れ
ら
の
知
見
に
基
づ
き
Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
と
非
Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
を
比
較
し
た
結
果
、
①
Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
は
非
Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
よ
り
も

有
罪
回
数
が
多
い
こ
と
（
平
均
一
六
・
三
回
多
い
）、
②
頭
部
外
傷
の
受
傷
回
数
と
暴
力
犯
罪
と
の
関
係
性
は
受
傷
回
数
が
三
回
以
上
と
統

計
的
に
有
意
で
あ
る
こ
と
、
③
Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
は
精
神
衛
生
上
何
ら
か
の
症
状
を
示
す
傾
向
が
高
い
こ
と
、
④
Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
と
非
Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
で
飲

酒
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
こ
と
、
⑤
そ
れ
に
対
し
て
違
法
薬
物
使
用
（
特
に
大
麻
）
に
つ
い
て
は
両
群
で
有
意
な
差
が
あ
る
こ

と
、
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
⑥
対
象
者
（
平
均
一
六
歳
）
の
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
生
涯
有
病
率
（lifetim

e prevalence

）
は
六
五
％
だ
っ
た
。

（
２
）
刑
務
所
に
お
け
る
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究

　

こ
の
研
究
は
、
同
様
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
実
施
し
た
エ
ク
セ
タ
ー
刑
務
所
（H

M
P Exeter

））
（1
（

の
収
容
者
に
関
す

る
自
己
報
告
調
査
で
あ
る）

11
（

。
対
象
者
は
、
一
八
歳
か
ら
五
四
歳
ま
で
の
男
子
受
刑
者
一
九
六
名
で
あ
る
。
調
査
票
で
は
、
人
口
統
計

（dem
ographic

）、
犯
歴
、
初
犯
時
年
齢
、
最
新
の
量
刑
、
頭
部
外
傷
の
経
験
の
有
無
、
受
傷
経
験
が
あ
る
場
合
に
は
意
識
喪
失
・
朦
朧

状
態
の
経
験
の
有
無
、
意
識
喪
失
等
の
経
験
が
あ
る
場
合
に
は
喪
失
等
の
頻
度
と
長
さ
、
な
ど
が
質
問
項
目
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。

　

調
査
の
結
果
、
回
答
者
中
六
五
％
が
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
分
類
さ
れ
た
（
軽
度
四
九
・
二
％
、
中
等
度
お
よ
び
重
度
一
五
・
八
％
）。
初
め
て
有
罪

判
決
を
受
け
た
年
齢
の
平
均
は
、
頭
部
外
傷
の
受
傷
経
験
の
あ
る
者
が
一
六
・
四
歳
、
な
い
者
が
二
〇
・
一
歳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｔ
Ｂ

Ｉ
グ
ル
ー
プ
は
犯
罪
行
動
の
開
始
が
受
傷
体
験
の
な
い
者
に
比
べ
て
早
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
過
去
五
年
間
に
お
け
る
刑
務
所
収
容
期
間

は
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
あ
る
者
の
方
が
平
均
七
カ
月
長
い
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
、
釈
放
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
リ
ー
ズ
刑
務
所
で
は
、
収
容
者
の
入
所
の
際
に
後
述
のBISI

（Brain Injury Screening Index,

脳
損
傷
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

指
標
）
を
利
用
し
て
常
時
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、D

T
F

（D
isabilities T

rust Foundation

）
が
二
〇
一
五
年
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に
リ
ー
ズ
刑
務
所
で
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と）

1（
（

、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
男
子
収
容
者
六
一
三
名
の
う
ち
、
そ
の
自
己
報
告
に
お
い
て

約
半
数
四
七
％
に
Ｔ
Ｂ
Ｉ
体
験
者
（
実
験
群
）
が
お
り
、
そ
の
う
ち
初
犯
以
前
に
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
体
験
し
た
者
は
七
割
に
達
し
た
。
ま
た
、
同

施
設
の
非
Ｔ
Ｂ
Ｉ
体
験
収
容
者
（
統
制
群
）
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
初
犯
時
期
に
お
い
て
実
験
群
は
統
制
群
よ
り
早
期
で
あ
る
こ
と
が
有

意
に
示
さ
れ
た
。
し
か
も
、
実
験
群
は
粗
暴
傾
向
が
強
く
、
知
的
機
能
が
低
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

四
．
T
B
I
に
関
す
る
比
較
研
究
～
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー

　

Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究
で
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
な
若
干
の
メ
タ
分
析
（m

eta-analysis

））
11
（

や
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
手
法
に
よ
る
考
察
で
は
、
同
一
テ
ー
マ
を
扱
う
複
数
の
調
査
の
結
果
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
お
お
む
ね
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に

関
す
る
一
般
的
な
知
見
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
以
下
に
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
有
病
率
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
の
攻
撃
性
や
反
社
会
的
行
動
、

Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
に
対
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
介
入
効
果
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
知
見
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
T
B
I
有
病
率　

　

Ｔ
Ｂ
Ｉ
と
犯
罪
に
関
す
る
研
究
は
、
上
記
の
ほ
か
に
も
世
界
各
国
で
多
数
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
研
究
結
果
に
対
す

る
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
も
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ロ
マ
ら
は
、
一
九
八
三
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
に
世
界
各
国

で
実
施
さ
れ
た
二
〇
編
の
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究
に
関
す
る
論
文
を
対
象
と
し
て
、
ラ
ン
ダ
ム
効
果
メ
タ
分
析
や
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
解
析
を
行
い
、
Ｔ

Ｂ
Ｉ
の
有
病
率
、
性
別
、
加
害
者
タ
イ
プ
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
定
義
と
識
別
方
法
の
影
響
を
算
出
し
た）

11
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
六
年
に
お
い

て
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
起
因
す
る
持
続
的
な
身
体
障
害
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
者
の
ア
メ
リ
カ
一
般
人
口
に
占
め
る
比
率
は
約
二
％
、
ま
た
二
〇
〇
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三
年
に
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
疑
い
で
病
院
に
入
院
し
た
者
の
四
三
％
が
長
期
的
な
障
害
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
し
か
も
非
Ｔ
Ｂ
Ｉ

者
と
比
較
し
て
入
院
後
一
年
以
下
に
死
亡
す
る
比
率
が
七
・
五
倍
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

他
方
、
施
設
収
容
さ
れ
た
犯
罪
者
集
団
の
推
定
有
病
率
（estim

ated prevalence

）
は
、
上
記
二
〇
編
の
論
文
に
よ
る
と
、
頭
部
外

傷
な
い
し
は
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
受
け
た
者
は
二
五
％
～
八
七
％
の
幅
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
少
年
施
設
で
は
生
涯
有
病
率
は
四
％
～
七
四
％
の
幅
が

み
ら
れ
た
。
総
じ
て
、
非
犯
罪
者
集
団
の
推
定
有
病
率
八
・
五
％
よ
り
も
Ｔ
Ｂ
Ｉ
有
病
率
は
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
但
し
、
こ
の
よ
う

に
数
値
に
大
き
な
幅
が
あ
る
の
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
定
義
や
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
方
法
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
シ
ロ
マ
ら
は
、
独

自
の
Ｔ
Ｂ
Ｉ
分
析
に
よ
り
、
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
た
犯
罪
者
集
団
の
推
定
Ｔ
Ｂ
Ｉ
有
病
率
は
六
〇
・
二
五
％
で
あ
る
と
発
表
し
て
い
る）

11
（

。

　

一
方
、
前
述
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
の
研
究
、
す
な
わ
ち
若
年
犯
罪
者
施
設
（
Ｙ
Ｏ
Ｉ
）
や
リ
ー
ズ
刑
務
所
の
調
査
で
は
、

い
ず
れ
も
有
病
率
が
六
五
％
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
シ
ロ
マ
ら
の
分
析
よ
り
も
若
干
高
い
比
率
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
矯
正
施
設
内
だ
け
で

は
な
く
一
般
社
会
に
も
目
を
向
け
る
と
、
一
九
八
三
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
間
に
先
進
諸
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
一
五
編
の
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研

究
論
文
を
対
象
に
し
た
フ
ロ
ス
ト
ら
に
よ
る
メ
タ
分
析
で
は
、
一
般
成
人
集
団
の
有
病
率
は
一
二
％
で
あ
る
と
い
う）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
一

般
人
口
中
と
犯
罪
者
人
口
中
の
有
病
率
を
比
較
す
る
と
後
者
の
方
が
は
る
か
に
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

犯
罪
者
の
中
で
Ｔ
Ｂ
Ｉ
が
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
が
犯
罪
行
動
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
有
力
な
根
拠
と
な
ろ
う
。

（
２
）
攻
撃
性
や
反
社
会
的
行
動

　

近
年
の
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
に
は
、
他
に
マ
レ
ス
カ
ら
の
研
究
が
あ
る）

11
（

。
こ
の
研
究
で
は
、
①
Ｔ
Ｂ
Ｉ
と

攻
撃
性
や
反
社
会
的
行
動
の
関
係
性
、
②
生
物
心
理
社
会
的
要
因
の
関
係
性
、
③
犯
罪
行
動
や
攻
撃
行
動
と
神
経
解
剖
学
的
相
関
、
④
若
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年
Ｔ
Ｂ
Ｉ
と
精
神
疾
患
の
併
存
と
の
相
関
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
三
年
以
降
に
発
表
さ
れ

た
論
文
で
「
外
傷
性
脳
損
傷
」、「
脳
損
傷
」、「
攻
撃
性
」
な
ど
の
用
語
、
そ
の
他
一
定
の
基
準
を
用
い
て
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
結

果
、
二
七
編
の
論
文
を
対
象
と
し
て
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
対
象
と
な
っ
た
論
文
で
は
以
下
の
知
見
が
得
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た）

11
（

。

①　

T
B
I
と
攻
撃
性
と
の
関
係

　

・
Ｔ
Ｂ
Ｉ
は
、
情
緒
不
安
定
や
外
傷
に
関
連
し
た
過
敏
性
に
よ
り
、
他
者
へ
の
攻
撃
的
行
動
の
危
険
因
子
と
な
る

　

・
Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
の
行
動
制
御
の
失
調
や
衝
動
性
が
攻
撃
性
や
犯
罪
行
為
へ
の
関
与
に
つ
な
が
る
。

　

・ 

Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
は
、
特
に
、
受
傷
年
齢
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
攻
撃
的
に
な
り
や
す
い
。
受
傷
年
齢
に
加
え
て
、
抑
う
つ
症
状
が
あ
る

場
合
に
は
、
さ
ら
に
攻
撃
的
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
抑
う
つ
症
状
と
受
傷
時
の
年
齢
が
若
か
っ
た
場
合
が
Ｔ
Ｂ
Ｉ
後
の
最

も
重
要
な
予
測
因
子
と
さ
れ
る
。

　

・
児
童
期
の
頭
部
外
傷
は
そ
の
後
の
逮
捕
率
の
増
加
と
関
連
し
て
い
る
。

②　

生
物
的
、
心
理
的
、
社
会
的
要
因
の
関
係
性

　

・ 

Ｔ
Ｂ
Ｉ
後
の
攻
撃
性
は
、
う
つ
病
、
薬
物
乱
用
、
家
族
関
係
の
断
絶
、
仕
事
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
低
下
な
ど
、
多
様
な
生
物
的
心
理

的
社
会
的
要
因
と
関
連
し
て
い
る
。

　

・
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
よ
る
後
遺
症
は
、
外
傷
治
療
や
社
会
的
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の
社
会
的
要
因
に
よ
っ
て
も
影
響
さ
れ
る
。

　

・
気
質
（tem

peram
ent

）
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
と
そ
の
後
の
暴
力
と
の
関
係
に
お
け
る
主
要
な
予
測
因
子
で
あ
る
。

③　

犯
罪
行
動
や
攻
撃
行
動
と
神
経
解
剖
学
的
相
関

　

・
神
経
画
像
診
断
に
よ
っ
て
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
や
す
い
脳
の
領
域
が
特
定
さ
れ
て
い
る
。
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・
前
頭
葉
の
機
能
障
害
が
暴
力
的
行
動
と
関
連
し
て
い
る
。

　

・
攻
撃
的
行
動
に
偏
桃
体
が
関
与
し
て
い
る
。

　

・
偏
桃
体
の
損
傷
は
、
共
感
や
悔
恨
の
欠
如
と
相
関
し
て
い
る
。

　

・
前
頭
葉
は
、
実
行
機
能
や
社
会
的
行
動
、
道
徳
的
意
思
決
定
、
な
ど
に
関
連
し
て
い
る
。

　

・
大
脳
辺
縁
系
や
腹
内
側
前
頭
前
野
（vm

PFC

）、
側
頭
葉
の
損
傷
と
攻
撃
的
行
動
と
の
間
に
相
関
関
係
が
あ
る
。

④　

若
年
T
B
I
と
精
神
疾
患
の
併
存
と
の
相
関

　

・
思
春
期
は
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
リ
ス
ク
が
高
い
時
期
で
あ
り
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
は
、
精
神
衛
生
の
悪
化
と
攻
撃
行
動
の
リ
ス
ク
因
子
で
あ
る
。

　

・
受
傷
時
の
年
齢
が
低
い
ほ
ど
攻
撃
的
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。

　

・ 

児
童
期
や
思
春
期
の
受
傷
は
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
低
下
、
外
向
行
動
や
衝
動
性
感
情
の
認
識
の
低
下
に
つ
な

が
り
、
こ
れ
ら
が
攻
撃
的
行
動
に
関
連
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

・
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
受
け
た
児
童
は
、
社
会
的
問
題
に
対
し
て
攻
撃
的
で
回
避
的
な
反
応
を
示
し
や
す
く
、
解
決
策
を
生
み
出
す
能
力
が
低
い
。

　

・
脳
損
傷
の
既
往
歴
が
あ
る
児
童
や
青
年
は
、
そ
の
後
の
人
生
で
精
神
障
害
を
発
症
す
る
リ
ス
ク
が
高
い
。

（
３
）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
介
入
効
果

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
障
害
を
緩
和
し
、
環
境
へ
の
適
応
と
い
う
個
人
の
機
能
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
の
介
入
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
か
ら
の
回
復
の
基
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
後
遺
症

の
診
断
・
評
価
と
管
理
を
含
み
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
症
状
に
対
処
し
、
機
能
状
態
を
改
善
し
、
職
場
復
帰
や
地
域
社
会
へ
の
統
合
、
再
統
合
を
促
進

す
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
と
こ
ろ
が
、
通
常
、
刑
事
司
法
機
関
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
で
は
矯
正
施
設
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
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る
の
が
一
般
的
で
、
他
の
刑
事
司
法
機
関
、
つ
ま
り
警
察
や
裁
判
所
、
保
護
観
察
所
の
場
面
で
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
関
心
は
薄

い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
刑
事
司
法
機
関
に
関
わ
っ
た
Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
が
利
用
で
き
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
介
入
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か

を
調
査
し
た
チ
ャ
ン
ら
に
よ
る
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
を
み
て
み
よ
う）

11
（

。
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
論
文
の
う
ち
、
所
定
の
審
査

に
従
い
、
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
二
一
年
に
発
表
さ
れ
た
二
四
編
の
研
究
論
文
が
選
択
さ
れ
た
。

　

①
八
編
の
論
文
は
刑
事
司
法
機
関
に
関
与
し
た
Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
介
入
を
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
、（
ａ
）
三
編
は
患
者
の
行
動
重
視
の
介
入
を
調
査
し
た
も
の
、（
ｂ
）
五
編
は
地
域
へ
の
再
統
合
を
促
進
す
る
た
め
の
連
携
的
な

支
援
な
い
し
介
入
を
扱
っ
た
研
究
で
あ
っ
た
。

　
（
ａ
）
で
は
、
行
動
介
入
な
い
し
認
知
行
動
的
介
入
を
通
じ
て
性
的
行
動
の
管
理
、
い
じ
め
へ
の
対
処
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く

ス
ト
レ
ス
の
軽
減
、
怒
り
の
管
理
（
ア
ン
ガ
ー
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
と
い
っ
た
道
徳
性
の
発
達
に
焦
点
を
当
て
た
社
会
的
ス
キ
ル
の
構

築
を
め
ざ
す
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
介
入
が
行
わ
れ
た
。

　
（
ｂ
）
で
は
、
刑
務
所
の
受
刑
者
に
対
し
て
社
会
参
加
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
地
域
社
会
へ
の
再
統
合
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な

支
援
を
行
う
た
め
、
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
（linkage program
）
及
び
少
年
保
護
施
設
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
議
論
し
て
い
る
。
こ
の
五

編
の
論
文
の
う
ち
、
四
編
は
成
人
向
け
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
一
編
は
女
性
に
特
化
し
た
も
の
、
残
り
の
一
編
は
若
年
成
人
に
対
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
最
も
重
要
と
さ
れ
る
の
は
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
で
あ
り
、
対
象
者
、
医
療
従
事
者
、
刑
事
司
法
機
関
職
員
に
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の

行
動
へ
の
影
響
を
啓
発
す
る
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
の
役
割
は
、
対
象
者
の
地
域
社
会
へ
の
再
統
合
を
支
援
す
る

た
め
に
刑
務
所
外
の
機
関
や
家
族
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
、
対
象
者
が
収
容
中
に
取
得
し
た
ス
キ
ル
を
今
後
の
生
活
に
生
か
せ
る
よ
う
に

支
援
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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②
一
六
編
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
経
験
し
刑
事
司
法
機
関
に
関
与
し
た
者
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
利
用
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
う
ち
、（
ａ
）
四
編
は
刑
事
司
法
機
関
の
環
境
に
お
い
て
、
そ
れ
に
関
与
し
た
者
に
対
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
介
入
で
あ
り
、（
ｂ
）

残
り
の
一
二
編
は
刑
事
司
法
機
関
が
関
与
し
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
介
入
で
あ
っ
た
。

　
（
ａ
）
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
経
験
し
、
か
つ
刑
事
司
法
機
関
に
関
与
し
た
者
に
対
し
て
行
う
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
介
入
、
ま
た
は
刑
事
司

法
機
関
で
提
供
さ
れ
た
介
入
に
関
す
る
研
究
四
編
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
二
編
は
違
法
行
動
を
行
い
、
神
経
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
で
処
遇
を
受
け
た
者
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
飲
酒
運
転
者
に
対
す
る
宿
泊
型
ア
ル
コ
ー
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す

る
研
究
、
刑
務
所
で
の
行
動
観
察
・
身
体
観
察
に
よ
る
刑
事
司
法
な
い
し
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
者
が
含
ま
れ
る
。

　
（
ｂ
）
で
は
、
こ
の
一
二
編
の
う
ち
、
六
編
は
入
院
な
い
し
通
院
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
状
況
下
に
あ
る
Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
へ
の
介
入
を
記

録
し
て
い
る
が
、
介
入
内
容
に
関
す
る
情
報
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
残
り
の
六
編
の
論
文
は
、
住
居
、
雇
用
、
仲
間
集

団
に
対
処
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
介
入
の
記
録
で
あ
る
。

　

こ
の
チ
ャ
ン
ら
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
既
存
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
介
入
が
刑
事
司
法
機
関
に
関
与
し
た
Ｔ
Ｂ

Ｉ
患
者
に
効
果
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
但
し
、
こ
れ
ら
の
介
入
が
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
意
識
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
否
定
的
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
調
査
が
性
別
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
な
ど
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
点
も
指
摘
し
て

い
る
。

　

上
記
を
要
約
す
れ
ば
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
は
攻
撃
的
行
動
を
伴
う
犯
罪
や
非
行
の
予
測
因
子
と
な
る
こ
と
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
は
精
神
障
害
を
発
症
し
や
す

く
、
そ
れ
ゆ
え
相
乗
的
に
攻
撃
的
行
動
に
出
や
す
い
こ
と
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
受
傷
時
の
年
齢
が
若
け
れ
ば
若
い
ほ
ど
そ
の
後
の
攻
撃
行
動
や
反
社

会
的
行
動
に
つ
な
が
り
や
す
い
こ
と
、
思
春
期
が
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
高
リ
ス
ク
期
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
結
果
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
犯
罪
性
の
あ
る
Ｔ
Ｂ
Ｉ
受
傷
者
に
対
し
て
刑
事
司
法
機
関
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
介
入
を
含
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め
、
将
来
を
見
据
え
た
社
会
復
帰
、
社
会
へ
の
再
統
合
ま
で
の
視
点
を
維
持
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

５
．
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
T
B
I
対
策

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
上
述
の
調
査
結
果
な
ど
を
受
け
て
、
種
々
の
分
野
で
脳
損
傷
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
研
究
者
に
限
ら
ず
、

政
府
機
関
、
国
会
議
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
慈
善
団
体
な
ど
が
脳
損
傷
の
解
明
と
改
善
に
向
け
て
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
と
く
に
刑
事
司

法
制
度
と
の
関
係
で
改
善
を
模
索
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。

（
１
）
C
J
A
B
I
I
G
と
A
B
I
J
N

　

二
〇
一
一
年
一
月
、
司
法
省
内
の
青
少
年
司
法
委
員
会
（Y

outh Justice Board

）
を
核
と
し
、
議
会
内
政
策
グ
ル
ー
プ
を
組
み
込
ん

だ
行
政
機
関
、
さ
ら
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
団
体
、
法
曹
組
織
、
大
学
な
ど
に
よ
り
、「
刑
事
司
法
後
天
性
脳
損
傷
利
益
集
団

（Crim
inal Justice A

cquired Brain Injury Interest Group

、
Ｃ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
、「
ク
ジ
ャ
ビ
ッ
グ
」
と
呼
ば
れ
る
）」
な
る
多
機

関
連
携
組
織
を
構
築
し
た
。
そ
の
目
的
は
刑
事
司
法
機
関
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
認
識
の
低
い
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
含
む
Ａ
Ｂ
Ｉ
の
問
題
意
識

を
高
め
、
政
府
や
議
会
へ
の
ロ
ビ
ー
活
動
を
通
じ
て
改
善
策
を
促
す
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
Ｃ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
は
次
の
点
を
強
調
し
て
い
る）

1（
（

。

　

第
一
に
、
既
存
犯
罪
者
あ
る
い
は
潜
在
的
犯
罪
者
、
つ
ま
り
犯
罪
リ
ス
ク
の
高
い
者
に
お
け
る
Ａ
Ｂ
Ｉ
受
傷
状
況
に
対
す
る
刑
事
司
法

機
関
職
員
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
調
査
で
は
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
犯
罪
者
の
六
割
以
上
に
受
傷
状
況

が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
各
機
関
に
お
い
て
調
査
や
診
断
を
推
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
の
公
表
を
促
す
狙
い
が
あ
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る
。
そ
の
た
め
に
は
職
員
の
研
修
や
認
識
の
普
及
、
さ
ら
に
は
予
算
獲
得
の
た
め
に
ロ
ビ
ー
活
動
も
必
要
と
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
脳
損
傷
を
受
け
て
い
る
犯
罪
者
を
社
会
復
帰
さ
せ
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
個
別
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で

あ
る
。
Ａ
Ｂ
Ｉ
が
原
因
で
犯
罪
行
動
を
行
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
疾
病
を
放
置
す
れ
ば
再
犯
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
は
種
々
の
機
関
が
多
角
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
し
、
多
機
関
の
協
働
体
制
の
構
築
も

求
め
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
具
体
的
な
改
善
手
続
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
あ
る
。
手
続
き
や
サ
ー
ビ
ス
は
処
遇
の
段
階

ご
と
に
異
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
早
期
診
断
か
ら
始
ま
り
、
収
容
時
の
介
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
適
応
教
育
、
さ
ら
に
は
釈
放
時
の
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
な
ど
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
Ａ
Ｂ
Ｉ
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
症
状
の
詳
細
や
そ
の
改
善
の
方
法
な
ど
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
り
、

実
際
、
釈
放
後
に
ど
の
よ
う
な
不
具
合
が
あ
る
の
か
な
ど
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
、
有
効
な
策
を
講
じ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
す
る
対
応
の
一
つ
が
後
述
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
テ
ス
ト
で
あ
り
、
活
動
主
体
が
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
で
あ
る
。

　

そ
の
ロ
ビ
ー
活
動
の
成
果
の
一
つ
は
、
Ｃ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
か
つ
事
務
局
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
脳
損
傷
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｕ

Ｋ
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｆ
）
が
調
整
し
作
成
し
た
報
告
書
『
変
革
の
時
（T

im
e for Change

）』（
二
〇
一
八
年
）
を
Ａ
Ｂ
Ｉ
議
員
連
盟
報
告
書
（A

ll-

Party Parliam
entary Group on A

cquired Brain Injury Report

）
と
し
て
公
表
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う）

11
（

。
同
報
告
書
は
、
ニ
ュ
ー

ロ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
教
育
、
刑
事
司
法
、
ス
ポ
ー
ツ
（
現
場
に
お
け
る
脳
震
盪
）、
生
活
保
護
（w

elfare benefits system

）
の

五
領
域
に
お
け
る
Ａ
Ｂ
Ｉ
へ
の
問
題
意
識
の
喚
起
と
そ
の
解
決
策
を
含
む
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
刑
事
司
法
に
つ
い
て
は
、
①
Ａ
Ｂ

Ｉ
の
あ
る
個
人
の
ニ
ー
ズ
を
考
慮
し
て
刑
事
司
法
手
続
を
改
革
す
る
こ
と
、
②
刑
事
司
法
機
関
の
職
員
に
Ａ
Ｂ
Ｉ
問
題
の
意
識
喚
起
を
行

う
こ
と
、
③
刑
事
司
法
対
象
者
に
対
す
る
Ａ
Ｂ
Ｉ
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
、
④
Ａ
Ｂ
Ｉ
問
題
を
抱
え
る
者
が
特
定
さ
れ
た

場
合
、
研
修
を
受
け
た
チ
ー
ム
に
よ
る
詳
細
な
評
価
と
適
切
な
計
画
を
立
案
し
実
施
す
る
こ
と
、
⑤
刑
事
司
法
機
関
、
学
校
、
心
理
学
者
、
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精
神
科
医
、
青
少
年
犯
罪
対
策
チ
ー
ム
（
Ｙ
Ｏ
Ｔ
）
な
ど
が
若
年
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
提
言
さ
れ
て
い

る）
11
（

。

　

な
お
、
そ
の
後
、
名
称
を
Ｃ
Ｊ
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｇ 

か
ら
後
天
性
脳
損
傷
司
法
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（T

he A
cquired Brain Injury Justice 

N
etw

ork
、
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｊ
Ｎ
）
に
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
活
動
の
概
要
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い）

11
（

。

（
２
）
B
I
S
I

　

Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
（
脳
損
傷
ス
ク
リ
ニ
ー
ン
グ
指
標
）
と
は
、
脳
損
傷
歴
の
あ
る
者
を
判
定
す
る
た
め
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・
ツ
ー
ル
で
あ
る）

11
（

。

犯
罪
者
処
遇
の
場
面
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
障
害
者
支
援
信
託
財
団
（T

he D
isabilities T

rust Foundation

）
が
開
発
し

た）
11
（

。
上
述
し
た
よ
う
に
、
リ
ー
ズ
刑
務
所
で
は
こ
の
ツ
ー
ル
が
入
所
時
に
利
用
さ
れ
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
受
傷
者
の
発
見
に
努
め
て
お
り
、
そ
の
後

の
処
遇
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
は
、
一
一
項
目
の
質
問
で
構
成
さ
れ
る
調
査
票
で
あ
り
、
自
己
報
告
に
よ
る
回
答
者
の
脳
損
傷

歴
や
重
症
度
を
調
査
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
は
診
断
ツ
ー
ル
（diagnostic tool

）
で
は
な
い
の
で
、
脳
損
傷
の
厳
密
な
判
定

に
は
医
師
に
よ
る
医
学
的
診
断
が
別
途
必
要
で
あ
る
し
、
ま
た
Ｔ
Ｂ
Ｉ
の
最
初
の
体
験
時
は
通
常
、
幼
少
期
・
少
年
期
で
あ
る
か
ら
、
人

に
よ
っ
て
は
一
〇
年
以
上
前
の
体
験
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
回
答
者
の
記
憶
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
に
限
界
は
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
限
界
は
あ
る
も
の
の
、
現
実
に
Ｔ
Ｂ
Ｉ
受
傷
者
の
発
見
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
初
期
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・
ツ
ー
ル

と
し
て
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る）

11
（

。
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図
表

5　
脳

損
傷

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
指

標

引
用

：
 T

he D
isabilities T

rust Foundation
の

H
P

掲
載

(参
照

2017
年

8
月

12
日

)の
表

を
元

に
筆

者
が

翻
訳

し
た

。
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（
３
）
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
（
L
i
n
k��

W
o
r
k
e
r
）

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
Ａ
Ｂ
Ｉ
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
関
連
機
関
を
連
携
す
る
専
門
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
で
あ
る）

11
（

。
こ

の
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
は
脳
損
傷
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
（Brain Injury Link W

orker Services

）
が
運
営
し
て
お
り
、
前
述

の
障
害
者
支
援
信
託
財
団
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
一
三
か
所
の
刑

務
所
（
若
年
・
成
人
）
で
、
脳
損
傷
を
有
す
る
受
刑
者
を
支
援
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る）

11
（

。
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
は
、
日
常

生
活
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
レ
ベ
ル
の
脳
損
傷
問
題
を
抱
え
る
犯
罪
者
を
特
定
し
、
評
価
し
、
支
援
す
る
。
脳
損
傷
と
そ
れ
に
関
連
す

る
ニ
ー
ズ
の
包
括
的
な
臨
床
評
価
が
行
わ
れ
た
後
、
目
標
指
向
の
処
遇
計
画
が
立
案
・
実
施
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
刑
務
所
に
お
い
て
、
こ

の
サ
ー
ビ
ス
は
一
千
人
以
上
の
脳
損
傷
患
者
に
適
用
さ
れ
、
そ
の
う
ち
五
一
四
名
の
脳
損
傷
犯
罪
者
に
適
合
し
た
支
援
が
提
供
さ
れ
て
き

た
。
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
は
正
規
の
公
務
員
で
は
な
く
、
各
支
援
団
体
な
ど
が
独
自
に
設
置
す
る
専
門
職
員
で
あ
り
、
団
体
ご
と
に
多
様
な

役
割
に
分
か
れ
る
。
し
か
し
、
文
字
通
り
、
各
機
関
を
リ
ン
ク
し
て
、
ス
ル
ー
ケ
ア
を
可
能
に
す
る
連
携
役
で
あ
り
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
な
ど
の
対

応
が
多
機
関
協
働
体
制
を
必
須
と
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う）

11
（

。
そ
の
活
動
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
含
む
。

　

①
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
を
使
用
し
て
脳
損
傷
歴
を
有
す
る
者
を
確
認
す
る
こ
と

　

②
治
療
の
必
要
性
を
評
価
す
る
こ
と

　

③
支
援
プ
ラ
ン
を
立
案
・
実
施
し
個
人
的
な
目
標
を
設
定
す
る
こ
と

　

④
脳
損
傷
に
起
因
す
る
記
憶
喪
失
、
集
中
力
欠
如
、
問
題
行
動
な
ど
の
症
状
に
対
処
す
る
た
め
に
効
果
的
な
介
入
を
行
う
こ
と

　

⑤
神
経
学
・
精
神
衛
生
学
な
ど
の
専
門
家
、
理
学
療
法
の
チ
ー
ム
な
ど
の
支
援
、
薬
物
乱
用
治
療
の
支
援
が
必
要
な
場
合
は
提
供
す
る

こ
と
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⑥ 
こ
の
よ
う
な
保
健
専
門
家
チ
ー
ム
や
住
宅
・
就
職
な
ど
関
係
機
関
、
犯
罪
者
管
理
機
関
、
さ
ら
に
は
家
族
な
ど
と
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
す
る
こ
と

　

⑦
刑
務
所
出
所
後
の
地
域
へ
の
再
統
合
を
援
助
す
る
こ
と

　

こ
の
よ
う
に
、
脳
損
傷
問
題
は
、
刑
事
司
法
か
ら
社
会
福
祉
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
領
域
に
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
か

ら
考
察
し
う
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
犯
罪
者
処
遇
に
お
け
る
多
機
関
協
働
が
強
調
さ
れ
単
一
の
機
関
で
活
動
す
る
の
が
稀
な
傾
向
に

あ
る
が
、
こ
の
点
で
脳
損
傷
問
題
の
場
面
で
も
こ
の
協
働
体
制
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
脳
損
傷
問
題
に
対
す
る
協
働
体
制
を
効

率
よ
く
進
め
る
た
め
に
も
、
と
く
に
リ
ン
ク
ワ
ー
カ
ー
の
よ
う
な
機
関
間
を
架
橋
す
る
調
整
役
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
制
度
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

６
．
お
わ
り
に

　

す
で
に
議
論
し
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
の
二
つ
の
研
究）

1（
（

、
す
な
わ
ち
、
リ
ー
ズ
刑
務
所
と
若
年
犯
罪
者
施
設
の
研
究
に
よ
る
と
、

Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
は
非
Ｔ
Ｂ
Ｉ
群
よ
り
も
、
①
有
罪
歴
が
多
い
、
②
暴
力
犯
罪
や
違
法
薬
物
使
用
と
の
関
係
性
が
統
計
的
に
有
意
に
高
い
、
③
精

神
衛
生
上
の
何
ら
か
の
症
状
を
示
す
傾
向
が
強
い
、
④
最
初
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
年
齢
が
低
い
、
⑤
犯
罪
行
動
の
開
始
年
齢
が
低
い
、

⑥
矯
正
施
設
収
容
期
間
が
長
い
、
⑦
初
犯
以
前
に
Ｔ
Ｂ
Ｉ
経
験
の
あ
る
者
の
割
合
が
高
い
、
⑧
知
的
機
能
が
低
い
、
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
ま
た
、
関
連
文
献
に
対
す
る
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
で
も
、
す
で
に
、
一
般
人
口
中
よ
り
も
犯
罪
者
人
口
中
の
方
が
Ｔ

Ｂ
Ｉ
有
病
率
に
お
い
て
は
る
か
に
高
率
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
者
の
中
に
多
く
の
Ｔ
Ｂ
Ｉ
問
題
を
抱
え
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る
者
が
お
り
、
こ
れ
が
原
因
で
犯
罪
を
行
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
脳
科
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
処

遇
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
冒
頭
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
近
年
、
法
学
者
や
実
務
者
の
間
で
脳
科
学
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
と
く
に
ア
メ

リ
カ
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決）

11
（

に
お
い
て
、
最
新
の
科
学
技
術
の
研
究
成
果
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
子
ど
も
の
脳
の
器
質
や
未
成
熟

性
と
い
う
研
究
知
見
を
反
映
し
た
判
断
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
一
つ
は
Ｍ
Ｒ
Ｉ
（
核
磁
気

共
鳴
画
像
法
）
や
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
（
機
能
的
核
磁
気
共
鳴
画
像
法
）
な
ど
の
機
器
の
開
発
に
よ
り
、
患
者
の
画
像
診
断
の
精
度
が
飛
躍
的
に
高

ま
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
間
の
認
知
機
能
を
司
る
前
頭
前
野
は
少
な
く
と
も
二
十
五
歳
ま
で
く
ら
い
は
不
完

全
で
あ
っ
て
、
危
険
性
の
判
断
、
衝
動
的
感
情
的
な
統
制
の
困
難
、
計
画
性
・
意
思
決
定
な
ど
の
機
能
が
十
分
発
揮
で
き
な
い
な
ど
の
状

態
が
み
ら
れ
る
と
い
う）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
法
学
者
が
脳
科
学
に
注
目
し
、
そ
の
知
見
を
活
用
す
る
動
き
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

は
、
少
年
司
法
に
お
け
る
厳
罰
主
義
か
ら
保
護
主
義
へ
の
転
換
を
招
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
動
き
を
み
る
と
、
格
別
脳
損
傷
な
ど
の
外
傷
経
験
が
な
く
と
も
、
脳
の
機
能
は
一
定
年
齢
ま
で
は
未
発
達
で
、

そ
の
者
の
行
動
に
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
脳
損
傷
を
抱
え
る
者
の
行
動
は
、
な
お
さ
ら
未
成
熟
、
未
発
達
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
に
対
し
て
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
さ
ら
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
上
記
ア
メ
リ
カ
司
法
の
動
向
の
影
響
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
司
法
制
度
に
も
及
び
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
患
者
の
行
動
に
対
す
る
最
先
端
の
脳
科
学
の
知
見
が
な
お
い
っ
そ
う
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
今
後
、
少
年
な
い
し
若
年
者
に
対
す
る
司
法
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
わ
が
国
で
も
脳
損
傷
と
犯
罪
に
関
す
る
若
干
の
研
究
は
存
在
す
る
が）

11
（

、
こ
れ
ら
は
個
別
事
例
研
究
や
少
年
鑑
別
所
収
容
者
に
対

す
る
研
究
で
あ
り
、
刑
務
所
や
少
年
院
の
収
容
者
に
対
す
る
Ｔ
Ｂ
Ｉ
調
査
は
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に

お
け
る
今
後
の
刑
事
政
策
上
の
課
題
と
し
て
、
次
の
事
項
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
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①　
 

わ
が
国
の
刑
務
所
や
少
年
院
に
お
け
る
Ｔ
Ｂ
Ｉ
調
査
を
実
施
し
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
。

　

②　
 

実
態
調
査
の
結
果
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
矯
正
施
設
人
口
中
の
Ｔ
Ｂ
Ｉ
有
病
率
が
一
般
人
口
中
よ
り
も
高
い
の
で
あ
れ
ば
、
刑
事

司
法
機
関
職
員
に
対
し
て
Ｔ
Ｂ
Ｉ
問
題
の
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
。

　

③　

 

Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
よ
る
障
害
を
抱
え
た
犯
罪
者
・
非
行
少
年
に
対
す
る
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム）

11
（

や
Ｔ
Ｂ
Ｉ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・
ツ
ー
ル
を
開
発

し
、
正
確
な
診
断
を
行
う
こ
と
。

　

④　

 

施
設
内
処
遇
か
ら
社
会
内
処
遇
、
そ
の
後
の
社
会
復
帰
ま
で
Ｔ
Ｂ
Ｉ
受
傷
者
を
支
援
す
る
ス
ル
ー
ケ
ア
の
具
体
策
を
検
討
す
る
こ

と
。

　

⑤　

 

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
、
諸
外
国
の
Ｔ
Ｂ
Ｉ
と
犯
罪
問
題
の
研
究
や
刑
事
政
策
の
動
向
を
把
握
し
、
彼
我
の
実
態
調
査
結
果
を
比

較
検
討
す
る
こ
と
。

　

他
方
、
伝
統
的
な
犯
罪
学
に
お
い
て
も
、
脳
と
犯
罪
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
犯
罪
心
理
学
者
モ
フ
ィ
ッ
ト（T

errie 

M
offi

tt

）
は
、
そ
の
発
達
理
論
に
お
い
て
年
齢
犯
罪
曲
線
を
指
摘
し
、
成
人
期
以
降
も
犯
罪
を
継
続
す
る
者
の
存
在
を
生
涯
継
続
型
の
概

念
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
涯
継
続
型
の
要
因
と
し
て
、
出
生
前
・
出
産
中
の
種
々
の
要
因
に
よ
る
子
ど
も
の
脳
の
損

傷
に
加
え
て
、
児
童
虐
待
に
よ
る
脳
の
神
経
心
理
学
的
機
能
障
害
に
言
及
し
て
い
る）

11
（

。
上
述
の
よ
う
に
、
児
童
虐
待
は
Ｔ
Ｂ
Ｉ
を
発
生
さ

せ
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研
究
を
進
め
る
こ
と
は
具
体
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
な
り
、
常
習
犯
罪
者
対

策
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
二
〇
一
二
年
七
月
二
〇
日
、
わ
が
国
の
政
府
の
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
に
て
「
再
犯
防
止
に
向
け
た
総
合
対
策
」
が
決
定
さ
れ
、

再
犯
率
の
削
減
は
わ
が
国
の
刑
事
政
策
上
の
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い）

11
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の

対
策
は
そ
の
後
改
訂
さ
れ
、
再
犯
防
止
策
に
は
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
概
観
す
る
と
、
発
達
障
害
に
つ
い
て
若
干
の
記
述
は
み
ら
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れ
る
も
の
の
、
犯
罪
者
の
脳
損
傷
問
題
に
対
す
る
言
及
は
全
く
み
ら
れ
な
い）

11
（

。

　

二
〇
一
二
年
「
総
合
対
策
」
に
お
い
て
、
二
〇
一
二
年
当
時
、
刑
務
所
出
所
後
二
年
以
内
の
再
入
所
率
が
一
八
・
六
％
（
五
年
以
内
で

は
三
八
・
三
％
）
を
超
え
る
わ
が
国
の
現
状
で
は
犯
罪
者
処
遇
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
り
、
そ
の
後
、
改
善
し
た
と
さ
れ

る
が
（
二
〇
二
二
年
に
は
出
所
後
二
年
以
内
再
入
率
一
四
・
一
％
）、
再
犯
防
止
問
題
が
刑
事
政
策
上
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
今
日

で
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
対
応
の
一
つ
と
し
て
、
脳
損
傷
犯
罪
者
に
対
す
る
対
策
も
急
務
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
上
述
の
よ
う

に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
欧
米
諸
国
で
は
Ｔ
Ｂ
Ｉ
と
犯
罪
に
関
す
る
研
究
が
進
み
、
再
犯
者
対
策
の
一
環
と
し
て
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
よ
る
機
能

障
害
を
抱
え
た
犯
罪
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
専
用
の
処
遇
体
制
が
構
築
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
わ

が
国
で
は
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
（
注
意
欠
如
・
多
動
症
）
や
Ｌ
Ｄ
（
学
習
障
害
）
な
ど
の
発
達
障
害
を
有
す
る
犯
罪
者
の
研
究
や
対
策
は
進
ん
で

い
る
も
の
の
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
「
隠
れ
た
障
害
」
の
ま
ま
放
任
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
。
今
後
、
わ
が
国
で
も
Ｔ
Ｂ
Ｉ
研

究
が
実
施
さ
れ
実
態
が
解
明
さ
れ
れ
ば
再
犯
者
対
策
の
一
助
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注
（
1
）  

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
（
著
）・
小
川
政
恭
（
訳
）『
古
い
医
術
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
五
四
頁
に
は
、
医
聖
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
神
聖
病

（
現
在
の
て
ん
か
ん
）
と
暴
力
行
動
や
秩
序
違
反
行
為
と
の
関
係
性
を
論
じ
た
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

（
2
）  

Ｇ
・
Ｂ
・
ヴ
ォ
ル
ド
、
Ｔ
・
Ｊ
・
バ
ー
ナ
ー
ド
（
著
）
平
野
龍
一
（
監
訳
）『
犯
罪
学
～
理
論
的
考
察
（
第
三
版
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

〇
年
）
五
七
頁
。
な
お
、
同
書
に
は
脳
損
傷
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
一
〇
九
頁
）。

（
3
）  

福
島
章
『
子
ど
も
の
脳
が
危
な
い
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
九
年
）
は
個
別
事
例
を
示
し
な
が
ら
、
特
に
、
児
童
期
に
お
け
る
環
境
ホ
ル
モ
ン

の
脳
機
能
に
対
す
る
影
響
を
強
調
す
る
。

（
4
）  

山
口
直
也
（
編
著
）『
脳
科
学
と
少
年
司
法
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
一
九
年
）、
本
庄
武
「
脳
科
学
・
神
経
科
学
と
少
年
の
刑
事
責
任
」
犯
罪
社
会

学
研
究
第
四
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
三
頁
以
下
、
な
ど
。
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（
5
）  

と
く
に
サ
ル
ノ
フ
・
メ
ド
ニ
ッ
ク
の
研
究
が
知
ら
れ
、
彼
は
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
一
年
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
調
査
し
、
暴
力
行
動
と

脳
損
傷
の
関
係
を
一
定
程
度
承
認
し
て
い
る
（
ヴ
ォ
ル
ド
他
・
前
掲
書
一
〇
九
頁
）。

（
6
）  
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
で
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う

ち
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
研
究
に
つ
い
て
は
、M

arkku T
im

onen et al. 

（2002

）, T
he A

ssociation of Preceding T
raum

atic Brain Injury 
w

ith M
ental D

isorders, A
lcoholism

, and Crim
inality: N

orthern Finland 1966 Birth Cohort Study. Psychiatry R
esearch, vol.113, 

no.3, pp. 217 -226. 
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、Iain Perkes et al. （2011

）, T
raum

atic Brain Injury Rates and Sequelae: A
 

Com
parison of Prisoners w

ith a M
atched Com

m
unity Sam

ple in A
ustralia, Brain Injury, vol.25, no.2, pp.131 -141.

な
ど
の
文
献
が

あ
る
（
な
お
、
渡
邉
泰
洋
「
脳
損
傷
（brain injury

）
と
刑
事
政
策
」
犯
罪
と
非
行
一
七
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
七
七
―
一
九
八
頁
も
参
照
）。

（
7
）  

脳
損
傷
と
犯
罪
・
非
行
の
関
係
を
扱
う
貴
重
な
文
献
と
し
て
、石
井
利
文
、中
田　

修「
脳
塞
栓
罹
患
に
よ
り
犯
罪
性
が
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
性

犯
罪
者
の
一
例
」
犯
罪
学
雑
誌
五
八
巻
四
号（
一
九
九
二
年
）一
三
八
―
一
五
一
頁
、
お
よ
びH

ideki M
iura et al. （2005

）, Influence of H
istory 

of H
ead T

raum
a and Epilepsy on D

elinquents in a Juvenile Classification H
om

e, Psychiatry and Clinical N
eurosciences, vol.59, 

pp.661 -665.

（
8
）  

も
っ
と
も
、
近
年
、
刑
事
法
学
者
の
脳
科
学
に
対
す
る
関
心
は
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
山
口
・
前
掲
書
、
本
庄
・
前
掲

論
文
三
三
頁
以
下
、
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

（
9
）  

わ
が
国
で
は
、
近
年
、
交
通
事
故
や
労
働
災
害
に
よ
る
軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
（
Ｍ
Ｔ
Ｂ
Ｉ
）、
ス
ポ
ー
ツ
、
特
に
サ
ッ
カ
ー
に
お
け
る
ヘ
デ
ィ
ン
グ

脳
と
し
て
外
傷
性
脳
損
傷
の
問
題
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
特
集
「
脳
外
傷
に
よ
る
高
次
脳
機
能
障
害
」 

脳
の
科
学
二
四

巻
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
10
）  

オ
ン
タ
リ
オ
脳
損
傷
協
会 （
著
）・
中
島
恵
子
（
監
訳
）『
子
ど
も
た
ち
の
高
次
脳
機
能
障
害
』（
三
輪
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
11
）  W
orld H

ealth O
rganization （W

H
O

）（2006

）, N
eurological D

isorder, Public H
ealth Challenges, p.165.

（
12
）  

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
外
傷
性
脳
損
傷
の
中
で
も
軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
（
Ｍ
Ｔ
Ｂ
Ｉ
）
に
注
目
す
る
文
献
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
崎
章
「
軽

度
外
傷
性
脳
損
傷
（
Ｍ
Ｔ
Ｂ
Ｉ
）
後
の
症
状
・
障
害
と
回
復
」
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
雑
誌
五
三
巻
（
二
〇
一
六
年
）
二
九
八
～
三
〇
四

頁
。
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（
13
）  

オ
ン
タ
リ
オ
脳
損
傷
協
会
・
前
掲
書
、
三
二
頁
。

（
14
）  

ア
ン
ト
ニ
オ
・R

・
ダ
マ
シ
オ
（
著
）・
田
中
三
彦
（
訳
）『
デ
カ
ル
ト
の
誤
り
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
吉
川
和
男
『
現
代
の
生
物
学
的
・

神
経
心
理
学
的
指
標
を
用
い
た
責
任
能
力
判
定
』
日
本
生
物
学
的
精
神
医
学
会
誌
二
一
巻
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
三
七
～
一
四
二
頁
、
エ
イ
ド
リ

ア
ン
・
レ
イ
ン
（
著
）・
高
橋
洋
（
訳
）『
暴
力
の
解
剖
学
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
五
年
）。

（
15
）  

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
と
、「
非
侵
襲
的
に
脳
皮
質
を
刺
激
し
興
奮
性
を
変
化
さ
せ
る
技
術
」
と
さ
れ

る
（https://w

w
w

.ncnp.go.jp/topics/docs/20220513PressRelease.pdf

）（
参
照
二
〇
二
四
年
一
月
二
九
日
）。

（
16
）  

青
木
重
陽
、
大
橋
正
洋
『
外
傷
性
脳
損
傷
の
機
能
回
復
療
法
の
現
』
神
経
内
科
七
七
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
四
六
～
六
五
二
頁
、
生
駒
一
憲

『
外
傷
性
脳
損
傷
薬
物
療
法
の
有
用
性
』
神
経
内
科
七
七
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）、
六
五
三
～
六
五
七
頁
。

（
17
）  

渡
邉
泰
洋
「Brain Injury’
に
関
す
る
少
年
司
法
政
策
の
課
題
」
比
較
法
制
研
究
三
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
五
～
一
二
七
頁
。

（
18
）  W

 H
uw

 W
illiam

s et al. 
（2010

）, Self-reported T
raum

atic Brain Injury in M
ale Y

oung O
ffenders, N

europsychological 
R

ehabilitation, vol.20, no.6, pp. 801 -812. W
 H

uw
 W

illiam
s （2012

）, Repairing Shattered Lives, Barrow
 Cadbury T

rust, pp.1 -32.

（
19
）  

エ
ク
セ
タ
ー
刑
務
所
（H

M
P Exeter

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
施
設
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
Ｃ
に
分
類
さ
れ
る
閉
鎖
型
刑
務
所
の
一
つ
で
あ
り
、
対
象
者

は
「
開
放
型
施
設
に
は
適
さ
な
い
が
、
逃
走
の
恐
れ
が
低
い
収
容
者
」
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
Ａ
（
そ
の
逃
走
が
一
般

公
衆
、
国
家
安
全
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
さ
れ
る
者
を
収
容
す
る
重
警
備
施
設
）、
Ｂ
（
重
警
備
は
必
要
で
は
な
い
が
、
逃
走
が
困
難
な
閉
鎖
施

設
）、
Ｄ
（
い
わ
ゆ
る
開
放
施
設
）
が
あ
り
、
エ
ク
セ
タ
ー
刑
務
所
は
比
較
的
警
備
の
緩
や
か
な
施
設
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｔ
Ｂ
Ｉ
と
軽
微
犯

罪
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
重
大
犯
罪
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
施
設
の
収
容
者
に
対
す
る
調
査
が
必
要
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
（https://prisonjobs.blog.gov.uk/your-a-d-guide-on-prison-categories/

） （
参
照
二
〇
二
四
年
一
月
二
九
日
）。

（
20
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 H
uw

 W
illiam

s et al. （2010

）, T
raum

atic Brain Injury in a Prison Population, Brain Injury, vol.24, no.10, pp.1184 -1188.

（
21
）  T

he D
isabilities T

rust （2015

）, Leeds Prison Research Briefing.

（
22
）  

メ
タ
分
析
と
は
、
研
究
者
自
ら
調
査
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
研
究
者
が
行
っ
た
複
数
の
研
究
を
種
々
の
角
度
か
ら
そ
れ
ら
を
統
合
し
た
り
、

比
較
し
た
り
す
る
研
究
手
法
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
社
会
学
者
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
が
比
較
研
究
の
過
程
で
開
発
し
た
と

言
わ
れ
る
。
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（
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（
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）  U

K
A

BIF A
BI Justice N

etw
ork

：W
ritten evidence

（JCS0036

）（https://com
m
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ent.uk/w

rittenevidence/122158/
htm

l/
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参
照
二
〇
二
四
年
一
月
二
九
日
）

（
32
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K
A
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）, T
im

e for Change, A
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（
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cquired_Brain_Injury_Justice_N
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四
年
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月
二
九
日
）

（
35
）  T

he D
isabilities T

rust （2015

）, Brain Injury Screening Index.

（
36
）  T
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isabilities T

rust

は
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二
〇
二
四
年
一
月
現
在
、Brainkind
に
改
称
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）  Sara da Silva Ram

os et al. 

（2020

）, T
he developm

ent of the Brain Injury Screening Index 
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）: A
 self-report m
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N
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rust （2016

）, Brain Injury Linkw
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）  H

uw
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s （2021

）, N
eurodiversity in the CJS: Call for Evidence, p.7.

（
40
）  Em

ily Glorney et al. （2018

）, Brain Injury Linkw
orker Service Evaluation Study: T

echnical Report, pp.89 -90

で
は
、リ
ン
ク
・

ワ
ー
カ
ー
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）  H

. W
illiam

s et al. （2010

）, op.cit.

（
42
）  

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
犯
行
時
一
八
歳
未
満
で
あ
っ
た
少
年
に
対
す
る
死
刑
判
決
が
合
衆
国
憲
法
修
正
八
条
に
反
す
る
と
し
た
ロ
ー
パ
ー
判
決

（Roper v. Sim
m

ons

）、非
謀
殺
罪
で
言
い
渡
し
た
仮
釈
放
な
し
の
終
身
刑
が
同
修
正
八
条
に
違
反
す
る
と
し
た
二
〇
一
〇
年
の
グ
ラ
ハ
ム（Graham

 
v. Florida

）
判
決
が
示
さ
れ
て
い
る
（
山
口
・
前
掲
書
二
二
～
二
三
頁
）。

（
43
）  

山
口
・
前
掲
書
二
〇
頁
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（
44
）  

同
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書
二
一
頁
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（
45
）
同
右
書
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二
、
二
三
頁
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（
46
）  

三
浦
英
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、
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木
ま
す
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、
山
室
由
利 「
名
古
屋
少
年
鑑
別
所
に
お
け
る
男
子
行
為
障
害
少
年
の
前
頭
葉
機
能
と
再
犯
の
関
係
」
矯
正
医
学
五
八 

号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
一
六
～
一
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七
頁
。

（
47
）  

学
習
障
害
に
対
す
る
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
多
く
が
Ａ
Ｂ
Ｉ
受
傷
者
に
も
有
効
で
あ
る
一
方
で
、
Ａ
Ｂ
Ｉ
に
よ
る
障
害
の
状
況
に
よ
っ
て
は
処
遇
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
場
合
が
あ
り
、
Ａ
Ｂ
Ｉ
受
傷
者
を
識
別
し
専
用
の
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
す
る
必
要
が
あ
る
（
オ
ン
タ
リ
オ
脳

損
傷
協
会
・
前
掲
書
五
五
頁
）。
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48
）  T

errie E. M
offitt 
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）, A
dolescence-Lim

ited and Life-Course-Persistent A
ntisocial Behavior: A

 D
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T

axonom
y. Psychological R

eview
, vol.100, no.4, p.680. 

守
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正
、
小
林
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（
編
著
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ギ
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版
』（
成
文
堂
、
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〇
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四
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49
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l. （
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照
二
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四
年
一
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二
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と
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罪
対
策
閣
僚
会
議
（
二

〇
一
二
年
）
法
務
省
「
再
犯
防
止
対
策
推
進
会
議
」
資
料
参
照
。

（
50
）  

犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
「
第
二
次
再
犯
防
止
推
進
計
画
」（
二
〇
二
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年
）
一
～
五
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頁
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